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８
月
は「
こ
ど
も
１
１
０
番
月
間
」

旗
を
無
償
で
配
布

　

「
こ
ど
も
１
１
０
番
の
家
運
動
」

は
、
子
ど
も
た
ち
が
ト
ラ
ブ
ル
に
巻

き
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、
助
け

を
求
め
て
駆
け
込
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
地
域
の
協
力
家
庭
（
店
、

事
業
所
な
ど
を
含
む
）
が
目
印
と
な

る
旗
な
ど
を
掲
げ
て
被
害
を
最
小
限

に
止
め
よ
う
と
す
る
運
動
で
す
。

　

旗
は
教
育
総
務
課
で
無
償
で
配
布

し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
環
境
を
確
保
す
る
た

め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
「
う
ご
く
こ
ど
も
１
１
０

番
」
の
登
録
も
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

※
在
庫
に
限
り
あ
り

問
合
先　

教
育
総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
１
３

８
月
11
日
㈬
～
15
日
㈰
は

市
立
小
・
中
学
校
を
閉
庁

　

教
職
員
の
休
暇
取
得
促
進
を
図
る

た
め
に
、
市
立
小
・
中
学
校
の
閉
庁

日
を
設
け
ま
す
。
転
出
入
の
手
続
き

や
学
校
へ
の
相
談
、
問
い
合
わ
せ
な

ど
は
こ
の
期
間
外
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
通
常
通
り

開
設

緊
急
時
の
連
絡
先
・
問
合
先

　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
１
０
７

進
路
選
択
支
援
事
業

　

専
門
相
談
員
が
進
路
選
択
や
奨
学

金
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
日　

月
・
水
曜
日

時
間　

午
後
０
時
50
分
～
４
時
50
分

と
こ
ろ　

学
校
教
育
課

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話
（
要
予
約
）

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

　

中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
が
あ
る

か
ど
う
か
を
認
定
す
る
た
め
に
国
が

行
う
試
験
で
す
。
合
格
し
た
人
は
高

校
へ
入
学
す
る
資
格
が
得
ら
れ
ま
す
。

対
象

①
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
る
人

ま
た
は
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で

あ
っ
た
人
で
、
４
年
３
月
31
日
㈭

ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
人

②
保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
の
猶

予
ま
た
は
免
除
を
受
け
ず
、
か
つ
、

４
年
３
月
31
日
㈭
ま
で
に
満
15
歳

に
達
す
る
人
で
、
そ
の
年
度
の
終

わ
り
ま
で
に
中
学
校
を
卒
業
で
き

な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と

文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
人

③
４
年
３
月
31
日
㈭
ま
で
に
満
16
歳

以
上
に
な
る
人

※
①
・
④
に
該
当
す
る
人
を
除
く

④
日
本
の
国
籍
を
有
さ
ず
、
４
年
３

月
31
日
㈭
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に

な
る
人

と
き　

10
月
21
日
㈭

と
こ
ろ

　

府
立
労
働
セ
ン
タ
ー
（
大
阪
市
中

央
区
北
浜
東
３
︲
14
）

申
込
期
間

　

９
月
３
日
㈮
ま
で
（
消
印
有
効
）

試
験
科
目

　

国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
外

国
語
（
英
語
）

受
験
案
内
配
付
場
所

　

学
校
教
育
課（
市
役
所
本
館
２
階
）

申
込
・
問
合
先　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
０
４
２

守も
り

口ぐ
ち

市し

立り
つ

さ
つ
き
学が

く

園え
ん

夜や

間か
ん

学が
っ

級き
ゅ
う

生せ
い

徒と

募ぼ

集し
ゅ
う

　

中ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

夜や

間か
ん

学が
っ

級き
ゅ
うは
、
い
ろ
い
ろ

な
事じ

情じ
ょ
うで
小

し
ょ
う
・
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

を
卒そ

つ

業ぎ
ょ
うで
き

な
か
っ
た
人ひ

と

が
夜よ

る

、
学ま

な

ぶ
と
こ
ろ
で

す
。

対た
い

象し
ょ
う

　

府ふ

在ざ
い

住じ
ゅ
うで

、
義ぎ

務む

教き
ょ
う

育い
く

の
年ね

ん

齢れ
い

を

超こ

え
、
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

を
卒そ

つ

業ぎ
ょ
うし

て
い
な

い
人ひ

と

※
外が

い

国こ
く

籍せ
き

の
人ひ

と

も
入

に
ゅ
う

学が
く

可か

※
小

し
ょ
う

・
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

で
十

じ
ゅ
う

分ぶ
ん

に
教

き
ょ
う

育い
く

を
受う

け
ら
れ
ず
に
卒そ

つ

業ぎ
ょ
うし
た
人ひ

と

も
応お

う

相そ
う

談だ
ん

と
こ
ろ

　

守も
り

口ぐ
ち

市し

立り
つ

さ
つ
き
学が

く

園え
ん

　

（
守も

り

口ぐ
ち

市し

春か
す

日が

町ち
ょ
う

13
︲
26
）

授じ
ゅ

業ぎ
ょ
う

料り
ょ
う　

無む

料り
ょ
う

申も
う
し

込こ
み

期き

間か
ん

　

８
月が

つ

26
日に

ち

㈭も
く

～
９
月が

つ

10
日か

㈮き
ん

の
平へ

い

日じ
つ

申も
う
し

込こ
み

・
問と

い

合あ
わ
せ

先さ
き

　

守も
り

口ぐ
ち

市し

立り
つ

さ
つ
き
学が

く

園え
ん

夜や

間か
ん

学が
っ

級き
ゅ
う

　

☎
０
６（
６
９
９
１
）０
６
３
７

黙
と
う
を
捧
げ
ま
し
ょ
う

◆
広
島
市
は
8
月
６
日
㈮
、
長
崎
市

は
８
月
９
日
㈷
に
原
爆
の
日
を
迎

え
ま
す

　

原
爆
死
没
者
の
め
い
福
と
世
界
の

恒
久
平
和
の
実
現
を
祈
念
し
て
、
家

庭
や
職
場
で
原
爆
投
下
時
刻
か
ら
１

分
間
の
黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

黙
と
う
時
間
（
１
分
間
）

◦
８
月
６
日
㈮
午
前
８
時
15
分

◦
８
月
９
日
㈷
午
前
11
時
２
分

問
合
先

　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

◆
８
月
15
日
㈰
は
戦
没
者
を
追
悼
し

平
和
を
祈
念
す
る
日
で
す

　

先
の
大
戦
に
お
い
て
お
亡
く
な
り

に
な
ら
れ
た
人
々
を
追
悼
し
、
平
和

を
祈
念
す
る
た
め
、
正
午
に
は
家
庭

や
職
場
で
の
1
分
間
の
黙
と
う
を
お

願
い
し
ま
す
。

黙
と
う
時
間
（
１
分
間
）

　

８
月
15
日
㈰
正
午

問
合
先

　

福
祉
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

非
核
平
和
パ
ネ
ル
展

　

戦
争
の
悲
惨
さ
、
平
和
の
尊
さ
を

未
来
へ
伝
え
る
た
め
、
非
核
平
和
パ

ネ
ル
展
を
開
催
し
ま
す
。

と
き
・
と
こ
ろ

◦
市
民
プ
ラ
ザ
…
８
月
11
日
㈬
午
前

９
時
～
13
日
㈮
午
後
４
時

※
木
曜
日
は
休
館

◦
歴
史
資
料
館
…
８
月
17
日
㈫
午
前

９
時
30
分
～
22
日
㈰
午
後
５
時

※
期
間
中
、
幣
原
家
に
関
す
る
パ
ネ

ル
展
は
な
し

内
容　

サ
ダ
コ
と
折
り
鶴
ポ
ス
タ
ー

※
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ア
ニ
メ
「
つ
る
に
の
っ
て

‒

と
も
子
の
冒
険
」
も
視
聴
可

※
市
民
プ
ラ
ザ
で
は
戦
争
と
平
和
を

テ
ー
マ
に
し
た
図
書
も
展
示

費
用　

無
料

問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

第
40
回

人
権
啓
発
詩
・
読
書
感
想
文
の
募
集

　

府
と
府
教
育
委
員
会
、
人
権
啓
発

推
進
大
阪
協
議
会（
愛
ネ
ッ
ト
大
阪
）

で
は
、
人
権
に
つ
い
て
身
近
に
考
え

て
も
ら
う
た
め
、
人
権
に
関
す
る
詩

と
読
書
感
想
文
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

対
象

　

府
在
学
・
在
住
の
小
・
中
学
生
、

ま
た
は
支
援
学
校
小
・
中
学
部
生

募
集
テ
ー
マ

　

人
権
の
大
切
さ
、
お
互
い
の
人
権

を
守
る
こ
と
、
差
別
の
な
い
明
る

い
社
会
を
つ
く
る
こ
と
の
大
切
さ
、

平
和
の
大
切
さ
を
訴
え
る
こ
と
な

ど
※
詳
し
く
は
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

応
募
方
法

　

９
月
３
日
㈮
ま
で
に
郵
送（
必
着
）

応
募
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」

　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間

　

い
じ
め
や
親
か
ら
の
虐
待
な
ど
、

子
ど
も
を
め
ぐ
る
人
権
問
題
に
つ
い

て
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
次

の
期
間
は
時
間
を
延
長
す
る
な
ど
受

付
体
制
を
強
化
し
て
、
電
話
相
談
に

応
じ
ま
す
。

と
き

　

８
月
27
日
㈮
～
９
月
２
日
㈭

※
時
間
は
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午

後
７
時
、
土
・
日
曜
日
午
前
10
時

～
午
後
５
時

相
談
員

　

人
権
擁
護
委
員
、
法
務
局
職
員

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
４
年
４
月
採
用

　
消
防
吏
員
採
用
試
験

採
用
予
定
人
数　

10
人
程
度

※
受
験
資
格
に
制
限
あ
り

第
１
次
試
験
（
体
力
試
験
）

と
き　

９
月
19
日
㈰

と
こ
ろ

　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消
防
本

部

※
新
型
コ
ロ
ナ
の
社
会
状
況
に
よ
り

日
程
や
場
所
な
ど
を
変
更
す
る
場

合
あ
り

実
施
要
網
・
申
込
書
の
配
付

　

８
月
上
旬
～
８
月
下
旬
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た

は
守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消
防

本
部
お
よ
び
守
口
消
防
署
で
配
付

申
込
受
付
期
間

　

８
月
中
旬
～
８
月
下
旬

※
詳
し
く
は
実
施
要
綱
お
よ
び
守
口

市
門
真
市
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
参
照

応
募
・
問
合
先

　

総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
３
０
３

◆
水
難
事
故
を
防
ぐ
た
め
の
注
意
点

◦
海
の
離
岸
流
に
流
さ
れ
た
時
は
海

岸
線
と
平
行
に
泳
い
で
離
岸
流
か

ら
抜
け
出
す
。
泳
げ
な
い
人
は
浮

く
こ
と
に
専
念
す
る

◦
川
で
泳
ぐ
時
は
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
を
着
用
す
る

◦
小
型
船
舶
に
乗
船
す
る
時
は
桜
マ

ー
ク
入
り
の
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

を
着
用
す
る

◦
子
ど
も
か
ら
目
を
離
さ
な
い

◦
溺
れ
た
人
を
見
つ
け
た
時
は
周
囲

に
助
け
を
求
め
、
１
１
８
番
（
海

上
保
安
庁
）
や
１
１
９
番
（
消
防

）
に
通
報
す
る

問
合
先

　

特
別
救
助
隊

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
３
０
６

◆
花
火
を
す
る
と
き
の
注
意
点

◦
子
ど
も
だ
け
で
し
な
い

◦
水
バ
ケ
ツ
を
用
意
す
る

◦
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
が
な
い

広
い
場
所
で
す
る

◦
人
に
花
火
を
向
け
な
い

◦
風
が
強
い
時
は
し
な
い

問
合
先

　

門
真
消
防
署

　

☎
０
６（
６
９
０
５
）０
１
１
９

10
年
以
上
の
期
間
が
あ
れ
ば

年
金
の
受
給
資
格
を
取
得
で
き
ま
す

　

年
金
の
受
給
資
格
は
、
保
険
料
を

納
付
し
た
期
間
や
保
険
料
の
免
除
が

認
め
ら
れ
た
期
間
な
ど
を
合
算
し
て

10
年
以
上
あ
れ
ば
取
得
で
き
ま
す
。

追
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
や
納
付

猶
予
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
場
合
、

受
給
額
は
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た

場
合
よ
り
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

追
納
制
度
で
は
、
免
除
や
納
付
猶

予
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
過

去
10
年
分
ま
で
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
追
納
制
度
を
利
用
す
る
場
合

は「
国
民
年
金
保
険
料
追
納
申
込
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
る
場
合
あ
り

問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

年
金
ポ
ー
タ
ル
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

年
金
ポ
ー
タ
ル
で
は
日
常
生
活
の

シ
ー
ン
に
合
わ
せ
た
テ
ー
マ
や
、
年

金
制
度
の
基
本
的
な
仕
組
み
に
つ
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
機
関
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
情
報
を
探
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
図
や
イ

ラ
ス
ト
を
用
い
て
具
体
的
な
内
容
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
参
照

問
合
先

　

厚
生
労
働
省

　

☎
０
３（
５
２
５
３
）１
１
１
１

相
談
先

　

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

問
合
先

　

大
阪
法
務
局
人
権
擁
護
部

　

☎
０
６（
６
９
４
２
）９
４
９
６

教

育

人

権

消

防

年

金
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